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● 市民交流センター建設問題に保る、武蔵Jヽ金井駅南口再開発事業の経構と議会の現状

1988年 (S 63) 5 月 武蔵小全丼駅南口再開発基本構想ス0基本計画検討番員会
都市整備公団職員 JR社員 小0丼市部卍f‐などでII成 )
口再開発基本格泰及び基本計画の報告書を出九

健 設省官r t宅
が 武蔵小金井駅南

7月 議会で 武蔵小全丼駅南口第 |プロック再開発事業化計画 (その 3)武蔵小全列.
駅市日第 2プロック再開発事業化il画 (その1)報告書について説ワj 質疑 都
市乾備部長は市負担 22億円 (保留床取得癸は含まれない)だけで再開発ができ
ると説明した。しかし市は保留末をどの理饉買うことになるのかについては 「ま

だまだ先のことなのでわからない]と 口を濁した.
大久ス使七「1長がll宅 都市郵前公コに施行要説

19∬ 年 (1 10) 4月 都市基盤整備公団 (舅 UR都市再生機構)力
'国
から武‐ 金ヽ井駅冑口地区市街

化再開発事業の地区採択を受ける.

都市
=髪
ヨ綸公団と市との間で基本撼臨

1999年
11)

OI 4月 市長選挙 稲葉■彦氏初当選
就任直後 都市公団が市長を訪ね 「〈市負● 22億円という)この計画では,え
が合わず事獅 ヒできない.市は相応の投資をJと 求める.
議会に『武蔵小全非賦南口地区市街地再開発事業に係る市の方針J(案 )力

'示
さ

れる。その内容は 再開発地区を二地区に分け Ⅲが保留床を収得し 第 1地区
には 55億円で (仮称)市民交流センターを 第 2地区には 92億円で市庁合を整
備する というもの
「市の方針Jを決島 都市公団に方針を示し 事業の推進を依梶

2001午 O113) 市民交流センター建設検討委員会を設置 公募市民 0人

2002年 (1 14) 9月 都市計画決定される

2008年 1 15) 「武蔵小金丼駅南口第一地区第一種市街地再開発事業に係る公益施曖の取得に関

する鮨書Jが、市と都市再生機構 (UR)で結ばれた。「市民交流センターの工事
着手前までに、財産取得に関する議会の議決を得た上で譲渡契約を締結するもの

とするJと書かれている.

12

2001年
16)

Oi 3月 市民交流センター管理運営実施計画が策定される
3月 議会で再薔発を含む予算が否決され 暫定予算になつた.7月 市長連 猜案市長再
運

3月 市議会議員選挙で 再開発推進を公洵とした議員が多数派となる
4月 臨時議会で 再開発を含口哺正予算が可決
12月 権利変換計画が日可

2006年 (l 13) 月 公会堂問
" 11月
 海F体終了3

2009 年

21)

0 1月  市民交流センター エす者工

"10年
くH 22) 3月 議会に、ホー′レ取得費や管理姜託費を含む「平成 22年度―投会計予算Jと 、管理

運営を指定管理置に委託することを含む f7jヽ金井市民交流センター条例Jが上諷き

れ、賛成多数で可決 (どちらも 13人 :10～
5月 市は指定管理置を募集 → 7″ お定警理者選定委員会により選定
9月  饉会に 「イ竣 丼市民交流センター等の取得について」 171端市民交流センターの
指定管理オの指定について」力

'■
菫され 総議企画委員会に付託。

9′10の総審企画委員会では保會となり 9′21引扁日に審査予定



時̈
節̈ Bさ′0

建物
0さん0
動

権利床
{へ BCさん)
(ビル床の区分所有権 )

Aき′0
土地 Bさ′め
土地
0さんの
土地

ABC X
の共有

〈ビル敷地の

共有持分)

再開発後の武蔵小全丼駅南ロ

局口●●●r場

鉤0300H 1111
1 11

1,|
,1
, 
″

0 '020  `0  'Om

市街地再開発事業 (第一種)の しくみ

再開発前 再開発後

権利変換へい〃

再開発前0武蔵小金丼駅南ロ

―

| |



市民交流センター員取り費用

市民交流センター取得豊 (権利床分 ) 26億 5600万円
市民支充センター取得曼 (保留床分 ) 39億 5200万円
付帯設備 2億3つ00万円
備品 1=i000万ロ
借入金利子 6億1000万円
合計 7晴

`100万
円

付帯設備の取得価格と市の積算額について (市作成資料)

市民交流センター買取りによる将来負担

〈ξ円)

第3次行財政改革大綱による財政効果 ■■ 歓 琴  |  `遺警■琉宇 ~第
'次
,軍による詢凛憲ヌ計

`

4

3

2

,

師咤較哺はル夢刷来負担　徊2010

(税

`み
)

項   目 取得価格 市の書算観

舞台装置―式

(う ち 筆扱 )

126 065 715円

(30 1'9 260円 )

127 62' ,00円

(30 786 oOo円 )

音響装置一式 28 055 2o5円 28 ,,2 435円

照明装置―式 01 253 90o円 62 4,0 515円

情報装置―式 1, ,,3 285円 18 7,0 060円

合   計 231 003 22o円 287 348 000円

(円 )

年 度 僣入金返済 連 E■ 示 早 合 計

2011 4200万 2f3Ю O万 2嗣 100万
2012 5100万 狙 3100万 2鰤 200万
2013 5100万 2億卸 00万 2國 200万
2014 1億8500万 2億31∞万 4億1600万
2015 1憶8●00万 2い 100万 植 1600万

2000

““

5∞万 2Ⅲ 100万 櫛□ 600万

(日 )

年度 財政効果 財政効果累針

2010 ▲ 44万 ▲

“

万

2011 ▲1億680万 ▲1億725万
2012 ▲4,15万 ▲ 1億4840万
2013 4694万 ▲ 1億 146万
2014 ▲:億6845万 ▲2億6991万
2015 ▲ 7“万 ▲2偲

'747万
0

昴■燎グラフは第3カ議 による効果観累計



行政サー ビスの分類枠組み

基礎的・必需的サービス

I必需的・公益的
サービス

■必需的 私益的
サービス

▲

▼

公
益
的

サービスの性質において基

礎的 必需的で公益性も強く
もつとも『公共性』力:強いと

判断される慎域である.

[な税換担 70～ 100・●]

選択可能なサービスの性格
を有していて その便益が集
団に帰属する公益性の強いも
のであり '公共性]の点では
「Ⅱの慎城」と類似していると

判断される領域である.

[神免漁担■ 0～50%]

lll選択的・公益的
サービス

サー ビスの性質において蕃

礎的必需的であ りながらも

その便益が特定個人に帰属す

る私益性の強いものであり

「公共性Jは 「 Iの憤域Jこ比べ

ると 着テ弱いと判断される
もの

[警税負担率50～ 70●●]

選択可能なサービスを有 し

ていて その便益がもっばら
特定個人に帰属する私益性の

強いものであり i公共性」
がもつとも弱いと判IFrされる

領域である

[租税負担判 ～

“

・ .]

V選択的・私益的
サービス

私
益
的

選択的サービス

小金丼市行財政故菫市民会議答申に一部手を力]えたものです



報告4駅 前ホールからの温室効果ガスの大量つ1出
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か

「75億円の瑕疵物件・欠陥商品」
文責 :小全井市議会議員 渡辺大三

稲葉市長が購入しようとしている「市民交流センター (駅前ホール)J,コま 以下のように 公共
ホールとして購入するのが不適当である極めて重大な問題点があります.

【欠陥その 1】 大道具や大型機材を機入するためのエレベーターがありますが その前面の「プラ
ットホーム」と「荷きぼき月駐車場」と「外蜘 が 市の専有 割電 特定管理スペースとして確
保されていません 0このため 大道具や大型機材を確入できる日時が不確定となるか あるいは
まったく使用できない事態が想定されます。

【欠陥その2】 障がい者の皆さんのための 暉綺子対応駐動 と
'外

詢 が 市の専有 専用
特定管理スペースとして確保されていません.→このため 章いすを利用する障がい者の管さんが
自動車てホールに来場しても 駐停車するスペースがないか あるいはまったく使用できない事態
が想定されます

【欠陥その3】 このホールのコンセプトは「1階の交流ホールとマルチパーパススペース(ロ ビ→
屋■のフェスティパルコートが一体rl用できることJと譲明されてきましたが ホールの レ喘勁
と「フェスティバルコート」が 市のヨ鳴 特定管理スペースとして国栞されていません。→この
ため 外構やフェステイ′`ルコート部分に店舗が並ぶことになリ ー体利用は不●l能になります。

【欠陥その4】 ホールの外壁や屋上が 市のコ甲部分として確,されていません。→このため、公
共ホールであるにもかかわらず その外壁や屋上に 営利企業 政党 宗教団体などの広告宣伝物
が場示される可能性がありまふ

【欠陥その5】 ホールの地下には 「全体渕甲Jスペースカ
'あ
ります.このスペースには 1-肛

衛区の3つの建物の電気 ガス 水道などを,Iき込む予定でしたが 途中から電気 ガス 水道は
それそれのビルに直睾則き込むことになり 不要なスペースになりました。しかし 都市再生機構
と小金丼市は これら3つの建物が「一棟」であることを偽姜するため このスベースに「通信」
を,Iき込むことにして 同じII積で存続させています。⇒このため 不必要なスペースのために維
持管理業の支払いが発生します。

【欠陥その6】 駅前ロータリーの日の前という この再開発事業で最も地価が高い (104万円/詢
衛区にホールを建設しているため 土地購入コストが過剰になり

「

心の施設が極めて女弱となっ
ています 0文化ホールは 578席しかありません (公会堂に比べて大幅に減少 .交流ホールは商
え木ホールに毛の生えた程度の面積しかありません。地下の鐵習室兼会議室には、萌え未ホールの
狭いほうの会議童の半分程度の面積しかない窮届な部屋があります。しかもピアノや ラヽムを放置
します.地下の和三は 8畳と4昼半しかありません 乳力児の預かリスペースや図書コーナーも
設置できませんでした.

【欠陥その 7】 l●●では 駅からいくらか離れた場所にゆったりとホールを建てています.そうす
ることにより 取骨コストを1き下げることもできますし また駅とホールの間に動線ができ、商
業振興にも役立ちます。しかし 駅前ホールでは 外から来た方 が々市内を動かず帰ってしまいま
丸

【結論】鰤 r 欠陥商品を 75億円もかけて購入する必要はありません.



平成 22年 9
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■武蔵小金丼 1-‖街区ビル管理規th 第 4回全体協饉終了時点における未合意事項



平成 22年第 3固 定例会
(総 務 企 画 委 員 会 )

議 案 第 57号 資 料

平成 22年 9月 10日
開発事業本部再開発課

都市再開発法第百―条及び第百三十二条の条文

(施設建築物に関する登記 )

算百―条 施行者は、施設建築物の建築工事が完了したときは、遅滞なく 施
設建築物及び施設建築物に関する権不1について必要な整記を申請し 又は嘱
託しな,ければならない。

2 施設建築物に関する権rlに関しては 前項の登記がされるまでの間は 他
の登記をすることができない.

(建物の区分所有等に関する法律の特例等)

第百三十三条 施行者は 政令で定めるところにより 機構等 (市のみが設立
したttl方住宅供給公社を除く )に あつては日上交通大臣の 個人施行者 :IFa
合、再開発会社又は市のみが設立した地方住宅供給公社にあつては都道府県

知事の記可を受け 都道府県にあつては国土交通大巨に 市町村にあっては
都道府県知事に協議し その同意を得て 施設建築物及び施設建築敷地の管
理又は使用に関する区分所有者相互間の事項につき、管理規約を定めること

ができる.

2 前項の管理規約は 建物の区分所有等に関する法律第二十条第一項の規約
とみなす.



資料2

1■街区管理規約設定までのフローについて

全体協議 (第1回～第 ,回 )

管理規約設定集会

管理規約設定

規約案縦■(意見■)

必要に応して継続協議
規約歳可申請

は 約改定 細則設定など】

(予定時錮 )

122216
～521

f- L*tr,*n
全体協議 (第4回〉 4

dIEEIEI

管理規約束の送付 3月中旬

83

3月下旬

9周上旬

約3ヶ 月

(

(

| `

■

規約認可
(管理規約設定)

1-Ⅲ機工事兒7 (H2211)ヨ i置し(H2212)
【管理開始】
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平成 22年 4月 21日

都市再生機構

武蔵小金丼駅南口再rII発事務所

地域の交流の場として ふれあいや賑わいの空間を提供する また 災喜時においては
緊急活動妹 としての役割を果たしていく。

コミュニティ広場 (フェスティ′ヽルコー ト)について

1 フェスティバルコー トの位置づけ
D面積
1 92477壼
2)地区計画

武蔵小金井駅南日地区地区計画における「地区施設」(コ ミュニティ広場)として圏薦.

〈平成 ]1年 ,月都市計画決定)

地区施設の整備の方針

2 フェスティバルコートにかかる替 ,関係
画薇 所有者等

l― I街区 |● 838● イ トーヨーカ堂他 3名

1-1衝 区 12714ゴ l― Ⅱ街区区効 有者

l―皿街区 379 25ゴ 小金井市 JR 鈴木工務店 大鳴
氏
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」ヽ金■市議会議長 官1を鳴光 帯
小金丼市議会総務企画委員長 青木ひかる 様
″ヽ金丼市議会議員 各位

2010■ 9月 9日

東京都小金丼市■町6-10-23
株式会社競木工務店 代表取締役 鈴木 l_

東京都小金丼市本町 l-5-1-201 サ式会社大島内
大嶋 =治

「議案第 57号 小金井市民交流センター等の取得について」
の取り扱いにういて (通知)

市議会議員の皆様におかれましては な々ご健勝のこととお度び申し上げます。

私どもま 武蔵小金キ駅南口第 1地区第一種市行地再開発事業 (1-m行区)の地
権者で 現在 力ヽ金キ市及び ]R東日本を含めた地権者 4音で 1-m行区の管理規
約について協議をしております。

間くところによりますと●i葉市長は 現在開会中の第二回定例議会に 醸 案第 57
号 小全丼市民‐‐流センター等の取各について」を提出したそうですが 前述の管理
規約の協議は平行線をたどり、特に建物ll夕 のヽ駆地の管理範囲 (ォ」用 改良 保存4f
為)に関しては真正面力らの対立が当初から続き 全くまとまる気配がございません。
このような管理規約が全く整っていない状況下であるにもかかわらず、公有財産とし
て区知 有法に基づく土地 鷺物を購入しようというのは 常誠では考えられないこ
とです。なぜなら 管理規約の内容次第では 取得しようとする財産に「重大な瑕疵J
「童大な欠陥」力'生 じるからです。
しかもFi葉市長は 当方らからの再三の要請にもかかわらす今年 2月 から始まった
管理規約協餞に欠席を続け、半年以上経過したo月 4口 の第二回 (最終局面)になっ
てようやく出席しました。75億円を超える巨額を投じて購入しようとしている公共
施設に関する協議に 市行政の最高責任者が欠席を続けてきた姿勢 ま,責任と言う他
ありません。しかも、管里・IF約 を巡る小金井市の主張 ま 民間権禾1者の権利分を市が
,tで使用することを含むものであり 市長が第一回から出席して丁宣に依項するの
が当然のオL鷲ではないでしょう力。それを課長任せにし 更にその課長は、民間権fl
者の権利分を市す無慎で使用することを「当たo前 常識的Jと発言するなど慕言を
組り返しているのですから 呆れて物も言えません。
そのlB葉市長は9月 6日 の市議会本会議で 嗜 理規約の話し合いはこれからだJ
と答,したそうですが 既に十年以上もか,テて施4f者である都市再生機準の調整の元
全体協議だけでなく個別協議も行われてきており 話しさぃまもう十分に行われてい
ます。この発言はまだlBl議による合意の可肯tLを 示唆しておりますが 既に協議は煮
詰まり碩直状態であって亭実関係とまったく異な0 事情を知らない機会に期待感を



与え 事実を班いて財産取得の議案を可決させようとぃう策謀であります。

香曇ifI:肇 [『』言[「』しli[i曇
たみ集貴雷ぁ催箭1倉I叢:干&「91:
晏しているのです。事実 事業施″者であ

る都市再生機構 も「都市再 l・摯 法算 133条 (権利者の話 し合い力
'ま
とまらない場合

に日土交通大臣が規 ||を定める)に基づ く手 続きを進めさせていただきたぃJと の方
針を明らかにし 協議がまとまらないとの半1断をしてお ります。
十分に専門的な知識を有 していると思わ れ ます市議会議員の皆様ですのでお.Iし
いと思いますが 都市再開発法第 133条 で の規約設定になった場合 敷地 (荷 さば
き月駐車場 障がい者用駐車場  3つの施設 建築物の夕ヽ構 フェスティパルコー トの
1-Ш 青区部分)も  壁面 E上 (一定部分 )も  1-m肯 区の全権利者の劫  (全
体共月)と なります。
私どもは 小全丼市のように他人の権Tlを掠め取って自分で使おうなどという非常
識極 まりない対応をしようとは考えてお りません。敷地 (荷 させき用駐車場 障がい
者用駐車場 3つ の施設建築物のケヽ溝 フェスティバルコー トの 1-Ш行区部分 )も 、
壁面 屋上 (一定部分)も  私 どもの確不」の範囲内において 駅前の商業地区に相応
し
''舌
月、一年を通 して「 にぎわい」 を創出する活用を考えております。

さて 開く所によれば 際 宋第57号 小全丼市民交流センター等の取得についてJ
は 総務企画委員会に付託され 慎重審査力

'行
なわれるとのことです.委員会におい

ては 以下の問題点が解明されるべきだと私 ども|ま考えております。

〔ll ホールに必要不可欠な大道具を投出入するためのエレベーター前の「プラッ
トホームJ「荷さばき月駐車場Jを  権利変換計画上 市の専有ないしは専用
部分として確保しなかったことにより 市民勧 センターヵヽ「帥 件J「欠
陥商品」となった経過、財産価値への影響 責任の・Fた。(私どもは 8台の
附置義務駐車場を得られるはずでしたが、 1台 も与えられませんでした。した
力
'い
まして 黎 用である当該駐鶉 は 365日 24時間 用途に準 じて自

由に使わせていただく予定です。)
(2】 公共ホールに必要不可欠な「障がぃ者吊駐車場Jを 権利変換計画上 市の
草有ないしは専用部分として確保しなかったことにより 市民交 Tttン ターガ
「瑕疵物件」「欠陥商品Jと なった経過、財産価値への影響 責任の所t.(私
ともは、3台のlyt置義務駐車場を得られるはずでしたが、 1台 も与えられませ
んでした。した●|いまして 全体共用である当該駐車場は865日 24時 l.5
月をに準して自由に使わせてぃただく予定です。なお、障がぃ者月危草場は 1
-皿 街区全体で計画された付帯義務施設であり 小金丼市による単層使用 よ法
||に も認められません。)

(3】 市民交流センターの基本コンセプトでぁる「フェスティバルコートとの一

“
テ1月」を可能ならしめるために必要不可欠な敷地を 権利変換計画上 市の専
有ないしは専用部分として確保しなかったことにより、市腋 流センターが
「瑕疵物件」「欠陥商品」となった経過 財産価値への影響 責任の所在。(私
どもは 駅前ロータリーに面してぃる小金丼市やJR東 日本と同じ104万円
/ぱ もの土地罰逮コストを強ホ」

`iに
負世させられております.したがぃまして

全体共用である市民交tFt tン ターの西側夕昨 部分とフェスティパルコート部
分 ま 365日 24時間 法律の.~め る所に従って 自由に使わせていただく



【41

【51

【61

予定です。)

市民交流センターの外壁を 権矛1変換計画上 市の専有ないしは専用部分と
して確保 しなかったことにより 市民 交流センタ

「

が「瑕疵物■J「欠li商品」
となった経過、財産価値への影響 責 任のPlた。 (私ともま駅前ロータリーに
面 していないにヽかかわらず 面 している小金キ市や」R東 日本と同じlo4
万円/庁 もの土地罰遣コストを強;111に負Jさ せられてお ります。したがぃま
して 全体共用である市民交流センターの外壁は 私どヽ の権Tlの範国内にお
いて自由に使わせていただく予定です )
通常 施設建築物の権利害∫合と 敷地のIFFテ1割合は均衝するのが一餃的です
ヵ, 1-m衛 区は均衡を著 しく失 してお ります。当事者間の合意もないのに
私 どもの敷地の権利割合が大きく消1ら れ 小金キ市に収奪されています。その
合理的な理由を明らかにすべきです。
1-Ⅲ街区の 3つの施設建築物に{よ 本来 それぞれの床面積に対応した附
置義務駐車場力●寸与されるべきでした。しかし 都市再生機構は、立体駐車場
を全部 」R東 日本に権利変換 し 小金丼市と私どもには与えませんでした。都
市再■機構は これら3つの施設建集物は 自由に従来できる「―粽」の扱い
であるから それぞれに駐車場を与える必要は無いとして 東京都建築審査会
を欺き 計画通知 纏 築確認)を下ろさせていま十。現地をご視察いただけれ
ば、」R東日本のビルと私どものビルの間に自由なを2T・なとは無いことが容易
に分かります。建築を記めさせるために虚侑の事実を述べるような事業が 公
共事業として公贅を投入して4fな われていること|よ、看過できませんし、私ど
もの財産権に対する侵害です。構造百1に も独立し 所有 (予定)者も地方自治
体 準国営企業 民間 (中小企業 個人)と異なり 用遣もそれぞれ異なるこ
れら3つ の施設建築物を一棟とする合理的理由を明らかにするべきです。

:7】 1-m"区の市民交流センターの地下には、全■茉用の床 (夫用電気三)|'
あります。このスペースは、当初 1-m街 区全体の電気 ガス 水道を,き
込む予定でしたが その後 それらは 3つの施設建築物それぞれに,き込むこ
とになりヽ 不要な空間になりました。しかし都市再生機性は 3つの施設建築
物それぞれに設置すれば良い機能 饉 信など)を 入れることにし 当初の.l画
のままこの全に 用を残しています。なせなら 3つの薩 築物を「一棟」
と偽装するために 全

“

共月部分を残 しておく必要があるからです。しかし実
際には建設中の市民交流センター以タトの2構は既に営業を聞1/.し ており 垣信
等の設備はそれぞi■の建物に備わらてぃるので独自に,き 込みをlTい l.5題な
く猥動しているのです。しかし施4T者である都市再生機構は、市民交流センタ
ーの完成l. ―旦それらの通信系統を夫用電気室をI回 して,き 直すと言って
おりますが まったくもって合理性のない不要なことをイテい 全体共用の床を
存在させようとしているのです。このようになどもから見れば 機能上必要が
需いスペースを強制的に買わされてぃることになります。これま小金丼市にと
つて  ヽ 機能上必要な「荷さは翡 車場」力i確保できていないのに、機能上必
要無いスペースを公全で買わされることになるのですから この全体実用床の
必要性を合三的な理由で明らかにするべきです。

【8】 林式会社争木工務店の再開発前の従前建物に存在した l暗の店舗スペース並
し■■株式会社鈴木工務店本社スペースが 権利変ユ計画においては消滅させら
れ 従後に床が与えられていません。夏に元々店姉用t構造であった2階の[
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節スペースは ほとんどが強度JIに劣 る事鰤 用週
=這
の床 とされてしまいま

した。こららの疑姜 について 説鳴責 任を有する都市再生機構に回答を求めま
した力'″項について 回 失な く知 り得る範囲で,当 な設計を,っ た」として
過失を認めず また前項についてはな んら合理11な 回答を述べてぃません.特
に前項 について私どもは都市再開発法 違反であると認識 しております。なぜな
ら 再開発事業では 転出の申し出を した者以夕|には 全員に再開発ビルの

"力¬ り当てられなければならないか らです。小金井市が 1-m夕、区に市有財産
を取得するのであれば この違法な「消えた権利用 l.l題についても 澪明が
必要です。

191 1-1行 区の地価が 1-m行 区の地 価よりも安価に設定されている件に関し
て il市‐I生機構は「 l― Ⅱ街区は上 に住宅がえるから」と説明しました。し
かし、都市再生機構は議事録を改ぎん し 当該部分を消1除 しました (こ の譲苺
録改ぎん亭件 iま 市議会でも確認され ています).ご案 llの道り 再開発事業
における地価の設定は その敷地可 最 有効使用Jを前■に決められるもので
上に何が果る力,は無関l‐です。 しか も小金丼市が課■額を定める固定☆虐説
(土地)の基準 となる路複価 とも整合 しないll価せ転であり ただできえ高い
駅前一等地を更に値を吊り上げられたものに市民の血札を投じることになる
のですから、この疑惑の解明をしなしヽで財産を取得することにはなりません。

なお 市議会及び結務企画委員会が 上言この問題点を解明 I17決 しないで議決を強
,す る●と 市長1日枢に非常識な

'す

応にな 始するのであれば、そのようなブ1常識で

した要望には 公平 公工な論点から一切応 しられません。

市説会が 議決強行などせずに 真製かつ常識的 根源的に問題を解明し 打開策
を覆素するのであれば、私ともとして も協議 の席に着 く月菫 まあることを申し添えま
す。 (こ れまで力ヽ全÷市は一切の協這蛯に応 じず、小全丼市の要望だけを取 り入れた普
初家をごり押 しするだ |ナでした。)
もしヽ議会及び総務企画委員会が 関係権不1者間の協議の場を壊 し 陸 疵物件」「欠
陥商品」の購入を強行するなら 市民に説切ヵ

'つ
かなぃ事態となります。その責任を

十分に認識 してv'ただきたいと思います。

私どもは、所ごみ処理施設問題などを抱えた財政競の小全丼市が 多屋 26市 に一
例 もない 「地価が大変高い駅前ロータリーの自の前に 単体で建実される文化ホー
ル」を鷺入する無駄遣いには一貫して反対の立場です。しかし 購入する しないは
市議会が多数決で決めることでLょ う。ただし 陸疵物件」「欠陥商品」に間しては
市民常識から言って、購入するかどうがをォ貪討する以前の問題だと思います。

貴議会の常識的な対応に期待いたします。

以上 通知 します。

横暴な市議会が董息決定機関として存在する小金丼市

…
全部打ち切り 都市再開発, ■■ユ全二

=些
きJ壁彗塁整り設置を都市再生機構に,

一
定です。また 管理規約 を捕売するネロ貝1等に関しても、力、全井市の権千1を ,脱

以上


